
 

 

ヒアリング項目：子育て支援基盤の整備 

担当府省：厚生労働省 

 

○「女性活躍加速のための重点方針 2015」の該当箇所  

 該当なし 

 

○「女性活躍加速のための重点方針 2016」の該当箇所  

Ⅲ 女性活躍のための基盤整備  

１．子育て基盤等の整備 

（１）待機児童解消に向けた子育て基盤の整備 

② 待機児童解消を目指すための保育の受け皿 50 万人分の拡大に対応し

て平成 29 年度末までに必要となる保育人材９万人程度の確保に向け、

一定要件を満たせば返済不要となる修学資金貸付や就職準備金の貸付

により、保育士の新規資格取得者や再就職者を増やすとともに、安定財

源を確保しながら、保育士の処遇改善等を含めた総合的な保育人材確保

策に取り組む。（後略） 

資料５－２ 



 

ヒアリング項目：

（２８年度当初予算） ―

（２８年度二次補正予算） 11,198,132の内数

計画策定時 最新値 成果目標（期限）

23,167人
（平成27年４月）

23,553人
（平成28年４月）

解消をめざす
（平成29年度末）

子育て支援基盤の整備

―

○第４次男女共同参画基本計画における関連する政策領域目標及び成果目標：

担当府省：厚生労働省

○第４次男女共同参画基本計画の関連する分野：

施策名 予算額（千円）
○「女性活躍加速のための重点方針2015」及び「女性活躍加速のための重点方針2016」での該当施策：

第９分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備
　１ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
　 　イ 男女の多様な選択を可能とする育児・介護の支援基盤の整備

   【第９分野　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備】

待機児童数★

項目

2015

2016 保育士修学資金貸付等事業

★は政策領域目標を示す。



【女性活躍加速のための重点方針2016】

119Ⅲ1 (1) ② 厚生労働省 保育士修学資
金貸付等事業

保育士資格の新規取得者の確保や離職者の再就職支援も含めた総
合的な対策を講じることにより、保育の受け皿拡大に伴い必要となる保
育人材の確保を図る。

・保育士修学資金貸付
　指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に
対し修学資金を貸し付け、５年間勤務した場合、返還を免除する。
・就職準備金貸付
　潜在保育士が再就職する際の就職準備金を貸し付け、２年間勤務
した場合、返還を免除する。

（二次補正）
　再就職支援のための就職準備金の倍増を行う。

－
11,198,132

の内数
－ － －

　（注３）「『女性活躍加速のための重点方針2016』に基づく平成29年度予算案等について」（平成29年2月）における記載内容である。

担
当
府
省

　（注２）「女性活躍加速のための重点方針2016」（平成28年5月20日　すべての女性が輝く社会づくり本部決定）の記載箇所を示す。
　（注１）「『女性活躍加速のための重点方針2016』に基づく平成29年度予算案等について」（平成29年2月）での整理上の番号を示す。

施策の背景・目的（注3） 当該施策の概要（注3）項目
（注2）

通
し
番
号

（注１）

政策手段

関係予算（千円）

該当施策名
28年度

当初予算

28年度
二次補正

予算

29年度
予算

対28年度
増減額

法令・制度改正
機構定員

その他
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